
 

 

議案第６号 

 

 

 

 

区議会提出議案に関する意見聴取 

（世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年２月９日 

 

 

 

（提出者）              

世田谷区教育委員会     

教育長  渡部 理枝 

 

 

 

 

（提案説明） 

「世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例」につき、「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」第２９条の規定に基づき区長から意見を求められたので、本案を提出する。 
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－1－ 

議案第  号 

   世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和６年２月２０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 職員の定数に関する定義を整備するとともに、新たな定義に基づき職員の

定数を改定し、併せて規定の整備を図る必要があるので、本案を提出する。 
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－2－ 

   世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例 

 世田谷区職員定数条例（昭和５０年３月世田谷区条例第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条及び第２条を削る。 

第３条中「前条第１項各号に掲げる各部局内における職員の定数は、同項各号」を

「各部局等内に配置する職員の数は、前条各号」に改め、同条を第４条とし、同条の

前に次の３条を加える。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２条第３項の規

定に基づき、職員の定数を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「職員」とは、区長の部局、議会、教育委員会、選挙管

理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校

（以下「各部局等」という。）に勤務する常勤の地方公務員（副区長、教育長並び

に地方自治法第２５２条の１７第１項の規定により、他の地方公共団体に派遣した

者（被災地に派遣した者を除く。）及び他の地方公共団体から派遣された者（警視

庁又は東京消防庁から派遣された者を除く。）を除く。）をいう。 

２ この条例において、「定数」とは、任用数の上限をいう。 

（職員の定数） 

第３条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 区長の部局 ５，３１４人 

⑵ 議会の事務局 ２７人 

⑶ 教育委員会の事務局 ３８０人 

⑷ 教育委員会の所管に属する学校 ２４０人 

⑸ 選挙管理委員会の事務局 ２４人 

⑹ 監査委員の事務局 １２人 

⑺ 農業委員会の事務局 ３人 

合計 ６，０００人 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区職員定数条例 ○世田谷区職員定数条例 

  

 （趣旨）  

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２

条第３項の規定に基づき、職員の定数を定めるものとする。 

 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、「職員」とは、区長の部局、議会、教育委

員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに教

育委員会の所管に属する学校（以下「各部局等」という。）に勤務す

る常勤の地方公務員（副区長、教育長並びに地方自治法第２５２条

の１７第１項の規定により、他の地方公共団体に派遣した者（被災

地に派遣した者を除く。）及び他の地方公共団体から派遣された者

（警視庁又は東京消防庁から派遣された者を除く。）を除く。）をい

う。 

第１条 この条例で「職員」とは、区長、議会、教育委員会、選挙管理

委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所

管に属する学校に常時勤務する地方公務員（副区長及び教育長を除

く。）をいう。 

２ この条例において、「定数」とは、任用数の上限をいう。  

（職員の定数） （職員の定数） 

第３条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 区長の部局 ５，３１４人 (１) 区長の事務部局の職員 4,176人 

(２) 議会の事務局 ２７人 (２) 議会の事務部局の職員 26人 

(３) 教育委員会の事務局 ３８０人 (３) 教育委員会の事務部局の職員 358人 

(４) 教育委員会の所管に属する学校 ２４０人 (４) 教育委員会の所管に属する学校の職員 330人 

(５) 選挙管理委員会の事務局 ２４人 (５) 選挙管理委員会の事務部局の職員 22人 

(６) 監査委員の事務局 １２人 (６) 監査委員の事務部局の職員 10人 

(７) 農業委員会の事務局 ３人 (７) 農業委員会の事務部局の職員 ３人 

合計 ６，０００人 合計 4,925人 

 ２ 派遣、事務従事、休職、育児休業、大学院修学休業、公務災害休
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改正後 改正前 

業、配偶者同行休業、結核休養、６月以上の職務免除及び併任の場合

の職員は、これを定数外とする。 

 ３ 休職、育児休業、公務災害休業及び結核休養の職員が復職した場

合は、１年間を限り、これを定数外とすることができる。 

（職員の定数の管理） （職員の定数の管理） 

第４条 各部局等内に配置する職員の数は、前条各号に掲げる定数の

範囲内において、それぞれ任命権者がこれを定める。 

第３条 前条第１項各号に掲げる各部局内における職員の定数は、同

項各号に掲げる定数の範囲内において、それぞれ任命権者がこれを

定める。 

  

  附 則（令和６年３月 日条例第 号）  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

6


